
まちづくりの基本方向８ 持続可能な都市経営 
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施策１ 市街地整備事業の推進  

現況と課題 取組の方向 主な事業・取組 
《市街地整備事業》 
 無秩序・無計画に広がる急速な市街化に対処
し、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図
るため、昭和 40 年代から土地区画整理事業を
推進し、計画的に基盤整備を行ってきました。
土地の換地を行うなど住民の合意形成が必要
であることから、事業が長期化していることが
課題です。 

 
 市街地を計画的に開発して効率的な土
地利用を図り、良好な宅地を提供しま
す。（都市計画課・市街地整備課） 

 
 新たな市街地整備事業の検討 
 施行中の土地区画整備事業の早期完了 

 

施策 2 効果的な土地利用  
現況と課題 取組の方向 主な事業・取組 

《土地利用》 
 市街地においては、人口構造・社会環境の変化
や、地域の街づくりの計画の内容等を踏まえ、
用途地域を見直すことが必要です。また、ゆと
りある住宅地の提供を検討することも必要で
す。 

 都市のスポンジ化が懸念され、インフラの老朽
化が進む中、住民の利便性向上や効率的な維持
管理を図ることが必要です。 

 
 人口構造と時代の変化に対応して、都
市機能が集約されたコンパクト・プラ
ス・ネットワーク型の利便性の高い市
街地を整備するために、市街化区域の
秩序ある土地利用を図ります。 
（都市計画課） 

 
 市の基準に基づく、必要に応じた有効
な土地利用のための用途地域の見直し 

 都市計画と異なる土地利用の例も見られ、市街
化調整区域の農地や自然環境を保全するため
には、市が秩序ある土地利用を規制・誘導して
いくことが必要です。 

 適正な区域区分の検証を図ります。 
（農政課・都市計画課） 

 街づくり協議会の支援 
 農地の保全 

 

施策 3 企業立地  
現況と課題 取組の方向 主な事業・取組 

《企業立地》 
 企業立地は、税収面や雇用面などにおいてと
ても重要ですが、企業が立地するための未利
用地や空き地が不足しています。 

 
 未利用地や企業跡地の情報を収集し、

周辺環境などに沿いながら、活用地の
確保に努めます。 
（行政経営課・商工課・都市計画課・開発指導課） 

 
 活用地の確保 
 企業立地のマッチング支援 

 上尾道路の圏央道接続など交通基盤の強化に
より、立地条件を生かした土地利用が求めら
れています。産業立地の優位性を生かした企
業立地など産業振興の在り方を検討するとと
もに、新規事業者立地のための環境整備が必
要になります。 

 農業との調和を図りながら地域の産
業振興に向けた企業立地を推進しま
す。（農政課・都市計画課・開発指導課） 

 上尾道路沿道（及び高速埼玉中央道路
（新大宮上尾道路））や広域幹線道路
沿いの土地利用を検討 

 新規事業者立地のため、関係各課が情
報共有をしながら連携し、企業立地支
援体制の強化を図ります。 
（行政経営課・商工課・都市計画課・開発指導課） 

 上尾市企業立地推進連絡会議による
検討 
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■計画推進に向けて

総合計画の進捗に当たっては、市民への説明責任が果たせるよう計画の進捗状況を明ら

かにしていく必要があります。 

本計画では、施策の中項目（テーマ）ごとに成果指標を設定し、これを基に行政評価を

行いながら、進捗管理するとともに、令和８年度からの後期基本計画策定の際の基礎資料と

して活用してまいります。 

進行管理に当たっては、PDCAサイクルによる計画策定(Plan)→実行(Do)→検証(Check)→

改善(Action）による、継続的な仕組みにより進めてまいります。 

 

 

PDCA サイクルの総合計画の進捗管理 

概念図 

Do 

前期基本計画の推進 

Plan 
第６次上尾市総合計画 

・基本構想（10 年）

・前期基本計画（５年） 

Action 

基本計画（施策）の見直し・改善 

施策推進（事務事業実施） 
D 

実施計画（３年） 
P 

行政評価による計画の 

進捗管理 

・施策評価

・事務事業評価

C 

５
年
ご
と

行政評価による見直し 

・事務事業の見直し・改善

A 

公表 

Check 

前期基本計画達成度評価 

５年ごと

５年ごと

１年ごと
後
期
基
本
計
画
策
定
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